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令和６年度 教育支援に関わる検査法等研修派遣事業実施要項

１ 目 的

教育支援に関わる知能検査の改訂に伴い、教育支援専門委員の検査法等の研修への

参加を補助し､検査員育成を図るとともに､三戸地方教育支援委員会における特別な支

援を必要とする児童・生徒への支援に関わる課題解決に資する。

２ 主 管 三戸地方教育研究所・三戸地方教育支援委員会

３ 事業対象となる研修会

(1) 当該年度において実施される日本文化科学社のＷＩＳＣ－Ⅴ知能検査技術講習会

(2) その他三戸地方教育研究所所長（以下「所長」という。）が必要と認める研修会

４ 補助対象者

当該年度において三戸地方教育支援委員会に所属する教員。

なお、研修後は、三戸地方教育支援委員会の委嘱を解かれた後も、可能な限り三戸地

方教育支援委員会の検査員として協力するものとする。

５ 補助額

(1) 補助額は１人あたり５万円を限度とする。

(2) 研修先の参加費、資料代、旅費、宿泊費等を補助する。

６ 対象者選考
４に掲げる教員の中から、三戸地方教育支援委員会で推薦する教員を、所長が対象者
として決定する。

７ 人 数 ２名以内

８ 派遣決定者への通知
三戸地方教育支援委員会の推薦を受けて所長が決定した対象者及び当該対象者の所属

長へ、令和 ６ 年 月 日（ ）までに所長より通知する。

９ 派遣に関わる研修日程書の提出
派遣者は、研修日程〔様式３〕を、派遣２０日前までに所長に開催要項等を添付し、

１部提出するものとする。

10 研修の報告
研修成果に関する報告書〔様式４〕は、研修終了後1ヶ月以内に所長に提出するもの

とする。

11 検査実施の条件
（１）対象者が教育支援委員会において検査を実施するためには、次の条件を満たすこと

とする。
① 三戸地方教育支援委員会が実施する検査法等に関わる学習会及び、他機関が実施

する研修会等を３日間以上受講していること。
② 教育支援委員会等における検査に補助員として同行し、報告書を作成したものに

ついての指導、助言を受けること。（５件以上）
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［様式１］

三 教 研 第 号

令和 年 月 日

町立 学校

校 長 殿

三戸地方教育研究所

所 長 慶 長 隆 光

（公印省略）

令和６年度 教育支援に関わる検査法等

研修派遣事業派遣者の決定について（通知）

このことについて、三戸地方教育支援委員会で検討した結果、下記職員を派遣者として

決定させていただきました。つきましては、ご協力方よろしくお願いいたします。

記

職名 ・ 氏 名 年齢 教職年数 研 修 内 容

＜研修先＞

＜期 日＞

＜内 容＞

※ 研修日程書は、派遣２０日前までに三戸地方教育研究所所長に提出してください。

その際、開催要項等を添付してください。

※ 報告書は、研修後１ヶ月以内に三戸地方教育研究所所長に提出してください。

※ 何かありましたら、担当まで連絡ください。
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［様式２］
三 教 研 第 号
令和 年 月 日

町立 学校
教 諭 殿

三戸地方教育研究所

所長 慶 長 隆 光

（公印省略）

令和６年度 教育支援に関わる検査法等

研修派遣事業派遣者の決定について（通知）

このことについて、貴殿を派遣者として決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

職名 ・ 氏 名 年齢 教職年数 研 修 内 容

＜研修先＞

＜期 日＞

＜内 容＞

※ 研修日程書（様式３）は、派遣２０日前までに三戸地方教育研究所所長に提出して

ください。その際、開催要項等を添付してください。

※ 研修報告書（様式４）は、研修後１ヶ月以内に三戸地方教育研究所所長に提出して

ください。

※ ご不明な点等がありましたら、担当まで連絡ください。
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［様式３］

令和６年度教育支援に関わる検査法等研修派遣事業研修日程書

学校名

職・氏名

期 日 研 修 日 程 備考

月 日

（１日目）

月 日

（２日目）

月 日

（３日目）

月 日

（４日目）

※ 研修日程欄には、駅名、列車名及び研修地名を記入してください。備考欄には、研修
会名、研修会場名及び宿泊所名を記入してください。
なお、派遣２０日前までに三戸地方教育研究所へ提出してください。

※ 研修日程書の提出の後、補助金をお支払いいたします。補助金は５０，０００円を限
度額といたします。
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［様式４］

三戸地方教育研究所
所 長 慶 長 隆 光 様

令和 年 月 日

学校名
職・氏名

令和６年度教育支援に関わる検査法等研修派遣事業研修報告書

１．研修の概要

２．研修成果等

※ 報告書は、研修後１ヶ月以内に三戸地方教育研究所所長に提出してください。


